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（北見市国民健康保険資格確認書(特別療養)交付等要綱第１４条第３項関係）

　　北　第　　　号
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北見市長　　　　　　　　　　　　　　

保険給付支払一時差止通知書

　　年　　月　　日付で申請のありました国民健康保険給付の支給申請を受理し、下記のとおり支給決定されましたが、内容を審査した結果、国民健康保険法第６３条の２の規定（災害、その他政令で定める特別の事情がなく保険料を滞納している）により保険給付の支払（全部・一部）を一時差し止めましたので通知します。

記

	保険給付の種類
	1 高額療養費及び高額介護合算療養費　②療養費　③特定療養費　
④特別療養費　⑤葬祭費　⑥その他（　　　　　　）

	申請者氏名
	
	被保険者の記号番号
	北見　　－

	
	生年月日  　　　　　   年　　月　　日
	
	

	支給申請金額
	　　　　　　　　　　　　　円
	支給決定金額
	　　　　　　　　　円

	


国保料滞納金額
	



　　　　　　　　　　　　　円
	内



訳
	
　　　　　　　　　年度分　　　円
滞納繰越分　　　　年度分　　　円
　　　　　　　　　年度分　　　円
　　　　　　円


	
	
	
	現 年 度 分
	　　　　　　　　円

	支給決定金額のうち一時差し止めた金額
	　　　　　　　　　　　　　　　　 円

	差引支払金額（この支払については、申請時に届けられている口座に振り込みいたします。）
	　　　　　　　　　　　　　　　　 円

	保険料を完納された場合、又は保険料を滞納していて、特別の事情があると認められる場合は、一時差し止めされている保険給付金の支払いをいたします。
なお、特別の事情があって保険料を滞納している場合は、本通知書及び当該事情を明らかにする書類を持参のうえ、下記までご連絡ください。
【連絡先】　　　保健福祉部国保医療課　　　　　電話：0157-25-1130
　　　　　　　　端野総合支所保健福祉課　　　　電話：0157-56-2117
　　　　　　　　常呂総合支所保健福祉課　　　　電話：0152-54-2114
　　　　　　　　留辺蘂総合支所保健福祉課　　　電話：0157-42-2425


◆裏面もご覧ください。





１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、北海道国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。
　　審査請求先　　北海道国民健康保険審査会
　　　　　　　　　住　　所　　〒060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　北海道保健福祉部健康安全局国保医療課
　　　　　　　　　電話番号　　０１１－２３１－４１１１（代表）
２　この処分について不服がある場合は、前項の審査請求に対する裁決があったことを知った日から６か月以内に、北見市（訴訟において北見市を代表する者は北見市長となります。）を被告として、釧路地方裁判所（北見市の所在地を管轄する裁判所）に処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、裁決があったことを知った日から６か月以内であっても、裁決の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
３　この処分については、第１項の審査請求の裁決を経た後でなければ、裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができません。（国民健康保険法第１０３条）
　　ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
（１）審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。
（２）処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。




